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社会福祉法人陽光会 

ユニット型特別養護老人ホーム（ユニット型指定介護老人福祉施設） 

サンライフ問屋町 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当施設は入居者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供いたします。施設の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおりご説明申し上げます。 
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１．施設経営法人 

（１）法人名      社会福祉法人陽光会 

（２）法人所在地    群馬県前橋市問屋町一丁目５番地４ 

（３）電話番号     ０２７－２５６－７７８８ 

（４）代表者氏名    理事長 高玉 真光 

（５）設立年月     平成１５年８月１１日 

 

２．当会の運営事業 

（１）特別養護老人ホーム サンライフ問屋町  

介護老人福祉施設（定員８０名）/ 短期入所生活介護（定員１０名） 

（２）特別養護老人ホーム サンライフアネックス  

介護老人福祉施設（定員７０名）/ 短期入所生活介護（定員１０名） 

（３）通所介護事業所 デイサービスセンター元総社（定員４０名） 

 （４）訪問介護事業所 ホームヘルパーステーション元総社 

（５）特定施設入居者生活介護事業所 介護付有料老人ホーム サンヒルズ総社（定員５０名） 

 （６）軽費老人ホーム ケアハウス元総社（定員５０名） 

 （７）居宅介護支援事業所 ケアプランセンター陽光 

 （８）学童保育所 ひかり学童クラブ 

 

３．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設（平成２３年１１月１日指定 群馬県） 

             介護保険事業所番号 第１０７０１０４３００号                    

（２）施設の目的    施設は、介護保険法、老人福祉法及び関係諸法令に基づき、入居者個々

の意思及び人格を尊重し、入居者の居宅における生活への復帰を念頭に

置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとな

るよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を

築き、自立的な日常生活を営むことができるよう適切な介護サービスを

提供する。 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム サンライフ問屋町 

（４）施設の所在地   群馬県前橋市問屋町一丁目５番地４ 

（５）電話番号     ０２７－２５３－４１６５ 

（６）施設長（管理者） 施設長 髙木 浩子 

（７）施設の理念    常に入居者様の幸せを考え、笑顔あふれる温かい空間を創ります。 

サービス方針   ・一人ひとりの個性や生活リズムを尊重します。 

・“できる力”に目を向け、真心をもって支援します。 

・ご家族様、地域との“つながり”を大切にします。 

（８）開設年月日    平成２３年１１月１日 

（９）入居定員     ８０人 
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４．施設・居室等の概要 

（１）建物の構造 鉄筋コンクリート造 地上５階 

（２）建物の延べ床面積 ４９５１．６６㎡ 

（３）居室等の概要（併設短期入所生活介護 １０床分を含む） 

   当施設では以下の居室、設備をご用意しています。入居される居室は全室個室です。施設

の指定する居室以外への入居をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。（但し、入居者

の心身状況や居室の空き状況等によりご希望に沿えない場合もあります。） 

 

居室・設備の種類 室 数 備   考 

ユニット型個室 ９０室 １ユニット １０名（計９ユニット） 

共同生活室（食堂）  ９室 各ユニットに１室 

共同トイレ ２７室 各ユニットに３室 

浴  室   ６室 介助浴槽６基、一般浴槽１基 

医 務 室   １室 ３階 

機能訓練室（多目的スペース）   １室  ５階 

 

    ※各居室内には、洗面台、衣類等収納設備が備え付けてあります。 

※居室の決定方法及び変更について 

入居者の身体状況・空き部屋の状況等を踏まえた上で、適切な居室をご利用いただきます。 

入居者や契約者から居室の変更希望の申し出があった場合、居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定します。また、入居者の心身の状況により居室を変更する場合があります。そ

の際には、入居者や契約者等と協議のうえ決定するものとします。 

 

５．職員の配置状況 

 当施設では、入居者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています。職員の配置については指定基準を遵守しています。なお、夜間につ

いては夜勤者５名、管理宿直者１名を配置しております。 

 

＜主な職員の配置状況及び職務内容＞ 

 

（１）施設長（管理者） … １名（併設短期入所生活介護管理者と兼務） 

職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 

（２）生活相談員 … １名（介護支援専門員、併設短期入所生活介護生活相談員と兼務） 

入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又は 

その家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 

  （３）介護支援専門員 … ４名（うち１名は生活相談員と兼務、うち３名は介護職員と兼務） 

入居者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入居者が自立した 

日常生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画を作成します。 

 

 



- 4 - 
 

 

 

（４）介護職員 … ５２名（常勤４６名、非常勤６名、併設短期入所生活介護と兼務） 

入居者の日常生活の介護、相談及び援助業務に従事します。 

                 （５）看護職員 … ５名（うち１名は併設短期入所生活介護と兼務） 

入居者の診療の補助及び看護、健康管理、施設の保健衛生業務に従事します。 

（６）機能訓練指導員 … １名（併設短期入所生活介護と兼務） 

入居者の日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための 

各種訓練を行います。       

（７）管理栄養士 … １名（併設短期入所生活介護と兼務） 

入居者に提供する食事の管理、入居者の栄養指導に従事します。 

（８）嘱託医師 … １名 

  入居者の健康管理、療養上の指導及び施設の保健衛生の管理指導に従事します。 

（９）事務員 … ２名（常勤１名、非常勤１名） 

施設の庶務業務及び会計事務に従事します。 

  （10）調理員（業務委託） 

入居者に提供する食事の調理業務に従事します。 

  

６．当施設が提供するサービスと利用料金 

   当施設では、入居者に対して以下のサービスを提供します。当施設が提供するサービスについ

ては、「（１）介護保険の給付の対象となるサービス」と「（２）介護保険の給付対象とならない 

サービス」があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第３条参照） 

    以下のサービスについては利用料金の大部分（通常７～９割）が介護保険から給付され 

ます。 

 

＜サービスの概要＞ 

 

①食事（食事の提供にかかる費用は別途） 

□食品の種類及び調理方法について常に工夫し、栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮し 

た食事を提供します。また、心身の状況に応じて、必要な介助を行います。 

□入居者の自立支援と相互に社会的関係を築くことができるよう、離床して共同生活室に 

て食事をとっていただくことを原則としています。ご希望や心身の状況により、居室で 

のお食事も可能です。 

□入居者様個別のペースに合わせ、適切な時間に食事を提供させていただきます。ただし 

大幅な時間延滞が生じた場合には食事を廃棄させていただく場合があります。 

（概ねの食事時間）朝食 ７時３０分～ 昼食 １２時００分～ 夕食 １８時００分～ 

 

②入 浴 

□入浴又は清拭を週２回以上行います。 

□寝たきりの状態でも介助浴槽を使用して入浴することができます。 
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③排 泄 

□排泄の自立を促すため、入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 
 

④機能訓練 
 □機能訓練指導員、介護及び看護職員により、入居者の心身等の状況に応じて、日常生活

を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 
 
⑤口腔ケア 

□日々の口腔内の清潔や衛生管理に努めるため、口腔内の特徴やそれに伴う周辺の影響な
どを十分に把握したうえで、毎日食後、口腔ケアを行います。 

 
⑥健康管理 

□医師（嘱託医）や看護職員を中心とした健康管理を行います。 
□定期健康診断を年１回受診いたします。 
 

⑦その他自立への支援 
□寝たきり防止のため、でき得る限り離床した生活となるよう配慮します。 

 □生活のリズムを考慮し、毎朝夕の着替え、更衣を行うよう配慮します。 
 □清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 
＜介護保険から給付される利用料金＞ 
 

①介護福祉施設サービス費基本部分（日額） 

区 分 要介護度１ 要介護２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

ユニット型個室 ６３６単位 ７０３単位 ７７６単位 ８４３単位 ９１０単位 

 
②介護福祉施設サービス費加算部分（日額） 

加算名称 日 額 算定要件（概要） 

日常生活継続支援加算  ４６単位 

①介護福祉士有資格者数が６：１以上 

②新規入居者数のうち認知症者（日常生活自立度Ⅲ以上）割合
が６５％以上 

③新規入居者数のうち要介護４・５の入居者割合が７０％以上 

④入居者総数のうち喀痰吸引等が必要な入居者の割合が 
１５％以上 

＊①に加え②～④のいずれかに該当 

＊サービス提供体制強化加算との併算定不可 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数 

×０．０８３ 

介護職員の賃金改善費用見込額が介護職員処遇改善加算の 
算定見込み額を上回る賃金改善計画を策定し当該計画に 

基づき適切な措置を講じ賃金改善を実施 

口腔衛生管理体制加算 
  ３０単位 

（月１回） 

歯科医師・歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアにかかる 

指導を月１回以上行った上で入居者の口腔ケアマネジメント 
計画を作成 

看護体制加算（Ⅰ）   ４単位 常勤の正看護師を１名以上配置 

看護体制加算（Ⅱ）   ８単位 
基準配置数に加え１名以上の看護職員配置 

看護職員との２４時間連絡体制を確保 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）  １８単位 

基準配置数に加え１名（＊０．９名）以上の夜勤職員配置 
＊見守り機器を入居者の１５％以上に設置し、当該機器を 
 安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な 

 検討を実施 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）  ２１単位 
（Ⅱ）の算定要件に加えて、夜勤時間帯を通じて、看護職員を 

配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置 

初期加算   ３０単位 
入居日から３０日以内の期間 
＊３０日超過入院後の再入居時同 

外泊時費用 ２４６単位 
入院・外泊時に１ヶ月（暦月）６日限度で算定 

＊外泊時在宅サービス利用費用併算定不可 

外泊時在宅サービス利用費用 ５６０単位 
入居者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護 
老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合 

＊外泊時費用併算定不可 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）   ３単位 
①認知症ケアに関する専門研修修了職員を基準以上配置 

②入居者総数のうち認知症者（日常生活自立度Ⅲ以上）の 
割合が５０％以上 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）   ４単位 （Ⅰ）の基準を全て満たし認知症介護指導者研修修了者を配置 
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加算名称 日 額 算定要件（概要） 

在宅復帰支援機能加算  １０単位 

①算定月前６月間に退居した入居者のうち在宅復帰者（特定 

施設・グループホーム含む）割合が２０％以上 
②当該退居者の在宅生活が１月以上継続する見込を 

確認し記録 

＊在宅・入所相互利用加算との併算定不可 

口腔衛生管理加算 ９０単位     
（月１回） 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入居者に対し口腔ケア
を月２回以上実施し、介護職員に対し具体的な技術的助言及び 

指導を実施した場合 
＊口腔衛生管理体制加算算定施設のみ算定可 

看取り介護加算（Ⅰ） 

１４４単位 
（死亡日以前 

４～３０日） 

①医師が医学的見地により回復の見込がないと診断した 
入居者に対し入居者又は家族の同意を得て看取り介護 

指針に基づく看取り介護計画を作成し看取り介護を受け 
当該施設又は居宅・病院で死亡 

②看取り介護に関する職員研修実施 

③看取り介護指針見直しを適宜実施 
＊（Ⅱ）との併算定不可 

６８０単位 
（死亡日前日 

及び前々日） 
１２８０単位 

（死亡日） 

看取り介護加算（Ⅱ） 

１４４単位 
（死亡日以前 
４～３０日） 

①医師が医学的見地により回復の見込がないと診断した 
入居者に対し入居者又は家族の同意を得て看取り介護 

指針に基づく看取り介護計画を作成し看取り介護を受け 
当該施設で死亡 

②看取り介護に関する職員研修実施 

③看取り介護指針見直しを適宜実施 
④入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報 

共有の方法等について、配置医師と施設で具体的な取決めが 

なされていること 
⑤複数名の医師を置いていること又は配置医師と協力医療 

機関の医師が連携し施設の求めに応じ、２４時間対応できる 

体制を確保していること 
＊（Ⅰ）との併算定不可 

７８０単位 
（死亡日前日 
及び前々日） 

１５８０単位 
（死亡日） 

療養食加算 ６単位/回 
医師の食事箋に基づき療養食を提供 
＊経口移行加算・経口維持加算との併算定可 

経口移行加算  ２８単位 

①医師の指示を受けた管理栄養士が多職種協働で経口移行 

計画を作成し経口食事摂取を進める栄養管理を実施 
②管理栄養士又は言語聴覚士・看護職員の支援が行れた場合 
＊原則１８０日以内算定 

＊経口維持加算との併算定不可 
＊療養食加算との併算定可 

経口維持加算（Ⅰ） 
４００単位 
（月１回） 

経口摂取者のうち摂食障害を有し誤嚥がある場合に月１回 
以上多職種が協働して食事の観察及び会議等を行い経口維持
計画を作成し継続した経口食事摂取のため特別な管理を実施 

＊６ヶ月以内（暦月）算定 
＊誤嚥確認＝水飲テスト・頸部聴診法等 
＊経口移行加算との併算定不可 

＊経口維持加算（Ⅱ）・療養食加算との併算定可 

経口維持加算（Ⅱ） 
１００単位 
（月１回） 

経口維持加算（Ⅰ）の要件に加え当該施設が歯科協力医療機関
を定め食事の観察及び会議等に医師（配置医師除く）・歯科 

医師・歯科衛生士・言語聴覚士が１名以上加わった場合 
＊６ヶ月以内（暦月）算定 
＊経口移行加算との併算定不可 

＊療養食加算・経口維持加算（Ⅰ）との併算定可 

在宅・入所相互利用加算  ４０単位 
要介護者である複数の者で、あらかじめ在宅期間及び入居期間
（３月を限度）を定め、当施設の居室（複数居室可）を計画的
に利用している場合 

障害者生活支援体制加算（Ⅰ）  ２６単位 
①視覚・聴覚・言語機能・知的・精神障害者が１５名以上 

又は入所者総数の３０％以上 
②障害者生活支援員 配置 

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） ４１単位 
①視覚・聴覚・言語機能・知的・精神障害者が入所者総数の 

５０％以上 
②常勤専従の障害者生活支援員を２名以上配置 

個別機能訓練加算  １２単位 
常勤専従の機能訓練指導員を配置し入居者ごとに個別機能 
訓練計画を作成のうえ機能訓練を実施 

生活機能向上連携加算 １００単位 
（月１回） 

訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション
を実施している医療提供施設の理学療法士等が施設を訪問し 
て共同で個別機能訓練計画を作成 

再入所時栄養連携加算 
４００単位 
（月１回） 

入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養 
管理が必要となった場合（経管栄養又は嚥下調整食の新規 
導入）であって、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の

栄養食事指導に同席し、当該医療機関の管理栄養士と相談の 
うえ栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保健施設へ再入所 
した場合 

＊栄養マネジメント加算算定者のみ対象 
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加算名称 日 額 算定要件（概要） 

低栄養リスク改善加算 ３００単位 
（月１回） 

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養 
状態を改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期
的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態・嗜好等を 

踏まえた栄養・食事調整を実施 
＊栄養マネジメント加算算定者のみ対象 
＊経口移行加算・経口維持加算併算定不可 

栄養マネジメント加算   １４単位 
管理栄養士を配置し入居者ごとに栄養ケア計画を作成し栄養 

管理を行い定期的に当該計画の見直しを実施 

退所前訪問相談援助加算 ４６０単位 
在宅復帰のために訪問相談援助を実施 
＊算定限度＝入居中２回 

退所後訪問相談援助加算 ４６０単位 
在宅復帰のために訪問相談援助を実施 
＊算定限度＝退居後１回 

退所時相談援助加算 ４００単位 

入居者・家族に対し退居後の相談援助を行い市町村及び 

地域包括支援センター等に対し介護情報を文書で提供 
＊算定限度＝１回 
＊退居後の居宅サービス等利用者限定 

退所前連携加算 ５００単位 

居宅介護支援事業者と退居前から連携し情報提供と 
サービス調整を実施 

＊算定限度＝１回 
＊退居後の居宅サービス等利用者限定 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位 

医師が認知症行動・心理症状を認め緊急（一時的な）施設入所

を実施 
＊算定限度＝入所日より７日以内 
＊短期利用・在宅復帰が前提 

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 
若年性認知症入居者（６５歳未満）を受け入れ、個別の担当者
を定め当該入居者の特性やニーズに応じたサービスを実施 

＊認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可 

配置医師緊急時対応加算 

早朝・夜間 
６５０単位 

配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を 
訪問し、入所者の診療を実施 

＊看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合 深夜 
１３００単位 

褥瘡マネジメント加算 
１０単位 

（月１回） 

①入居者全員に対し、入居者ごとの褥瘡の発生に係るリスクに 

 ついて、施設入所時に評価し、少なくとも３ヶ月に１回以上 
評価を行う 

②評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがある入所者に対し 

 入所者ごとに褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施。 
また、当該計画を３ヶ月ごとに見直す。 

排せつ支援加算 
１００単位 

（月１回） 

排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、多職種 

が協働して支援計画を作成し支援した場合。 
＊身体機能の向上や環境の調整等によって、排泄にかかる 
要介護状態を軽減できると医師・又は医師と連携した看護師 

が判断した場合。 

 
※上記の加算については、施設が加算条件を満たした場合又は加算対象サービスを行った 

場合に算定されます。 

 

    ③１単位あたりの単価額 

      前橋市の地域区分は７級地のため、介護保険給付費額は上記の単位数に 10.14 円を乗じた

額（１円未満は切り捨て）になり、自己負担額はその１～３割となります。 

 

④その他 

□入居者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一時的に

お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から

払い戻されます（償還払い）。 

□介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせ、入居者側の負担額

を変更します。 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第４条参照） 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

 

①居住に要する費用（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

当施設を利用し滞在されるにあたり、ご負担していただきます。 

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に 

記載された居住費の金額のご負担となります。 

 

□居住費自己負担額（日額） 

区分 
基準額         

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階 第２段階 第１段階 

ユニット型個室 2,370 円 1,310 円 820 円 820 円 

※外泊や入院で居室を空けておく場合にも料金が発生します。介護保険負担限度額認

定証の発行を受けている方につきましては、６日目まではその認定証に記載された

居住費の金額のご負担となりますが、７日目からは日額２，３７０円をお支払いい

ただきます。 

 

②食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

入居者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に

記載された食費の金額のご負担となります。 

 

□食費自己負担額（日額） 

基準額                

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階 第２段階 第１段階 

1,990 円 650 円 390 円 300 円 

補足給付額 （730 円） （990 円） （1,080 円） 

 

※欠食時の食費の取扱につきましては、前日の午後６時までに翌日以降の欠食を届け

出た場合に限り、１食単位で、食材費相当額（朝食 180 円、昼食 260 円、夕食 240

円、おやつ 50 円）を所定の食費から控除いたします（外泊時含む）。 

なお、介護保険負担限度額の認定を受けている方は、市町村の負担金である補足

給付額から欠食分の食材料費が控除されます。よって、全ての食事を欠食されても

食費自己負担額は減額されません。 

※入院初日及び退院当日に当施設での喫食がある場合を除き、入院期間中の食費は徴

収いたしません。 

 

③特別な食事 

入居者の希望に基づいて特別な食事（酒を含む）を提供します。 

この場合、要した費用の実費をご負担していただきます。 
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    ④ご家族の食事料金 

      ご家族の方が食事を召し上がる場合には、下記の料金をご負担いただきます。 

      なお、お支払いにつきましては、翌月の入居者食費と併せてご請求いたします。 

 

ご家族食事料金 朝食 ４９０円・昼食 ６６０円・夕食 ７３０円・おやつ １１０円 

 

⑤小口現金等出納管理費 

 

ご希望により、別に定める預り金等管理規程に基づき、施設にて小口現金等の貴重品の

管理を行うことによりかかる料金です。 

     □利 用 料 金：月額２，０００円 

     □お預かりする物：運営規程第１１条１項各号に規定する金品 

     □統括管理責任者：施設長 

     □出 納 方 法 等：運営規程別紙「特別養護老人ホームサンライフ問屋町預り金等管理 

規程」参照 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対し

て当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。その場合事前に変更

の内容と変更する事由について、当事業所より事前にご説明いたします。 

 

    ⑥買物代行サービス 

      ご希望により、下記のとおり毎週１回の買物代行サービスをご利用いただけます。 

      なお、購入品の費用については、預り金より実費をお支払いいただきます。 

 

対 象 者 入居者（ご家族様用の買物は代行できません） 

実 施 日 週１回 

利用方法 
□実施日前日までに購入依頼品を職員へ連絡。 

□預り金より出金のうえ購入。 

留意事項 

□買物代行で購入できる物品は、下記の指定区域内にて購入可能な 

商品に限ります。 

□火気類・刃物等危険物・生鮮食品・一品３万円以上の高額商品の 

購入はできません。 

指定区域 施設から概ね３㎞圏内の近隣商業施設 

 

 

⑦レクリエーション活動 

ご希望により、レクリエーション活動に参加していただくことができます。 

材料代等の実費をいただきます。 

 

⑧出張理美容サービス 

      ご希望により、週１回程度の出張理美容サービスをご利用いただけます。なお、サービ

ス利用料については、実費でご負担いただきます。 

 

⑨日常生活上必要となる諸費用 

入居者の日常生活に要する費用のうち、入居者にご負担いただくことが適当であるもの

にかかる費用の実費をご負担していただきます。なお、おむつ代は介護保険給付の対象と

なっていますのでご負担の必要はありません。 
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⑩複写物の交付 

  複写物を必要とする場合には、実費をいただきます。  

 

⑪契約書第２０条に定める所定の料金 

入居者及び契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日か

ら現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金は下記表のとおりです。 

ただし、死亡退居の場合は、1 日あたり２，３７０円（居住費相当額）のみをご負担し

ていただきます。また、要介護度認定により、自立又は要支援と判定された場合は、下記

表における従前の要介護度の料金日額をご負担していただきます。 

 

※１日あたり（介護費１０割負担分 ＋ 居住費） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

料金日額 8,819 円 9,498 円 10,238 円 10,918 円 11,597 円 

 

７．契約締結からサービス提供までの流れ 

 入居に関する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後作成する施設サー

ビス計画（以下「ケアプラン」と表記）に定めます。 

ケアプランの作成及びその変更は次のとおり行います。（契約書第２条参照） 

 

用車   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条参照） 

   当施設は、入居者に対してサービスを提供するにあたり次のことを遵守します。 

 

（１）入居者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮します。 

（２）入居者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ 

入居者から聴取、確認します。 

（３）入居者が受けている要介護認定の有効期間満了日の３０日前までに、要介護認定の更新の 

申請のために必要な援助を行います。 

（４）入居者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、契約者又は 

代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

 

 

（１）当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）にケアプランの原案作成や 

そのために必要な調査等の業務を担当させます。 

（２）介護支援専門員はケアプランの原案について、契約者及び入居者等に対して 

説明し、同意を得たうえで決定します。 

（３）ケアプランは通常 6 か月ごとに評価します。変更の必要がある場合には 

契約者と協議して変更します。 

（４）ケアプランが変更された場合は、契約者に対して書面を交付し、その内容を 

確認していただきます。 
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（５）入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

ただし、入居者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない 

場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

（６）事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た入居者 

又は契約者等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘義務）。 

ただし、入居者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に入居者の心身等の 

情報を提供します。 

また、入居者の円滑な退居のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、契約者の 

同意を得ます。 

 

９．利用料金のお支払方法（契約書第６条参照） 

利用料金は利用日数に基づき、月末締めの計算となります。翌月の 15 日を目安に請求書を発行 

しますので、自動振替の方法で事業者の口座にお支払ください。引落日は、利用月翌月の 25 日（指 

定金融機関定休日はその翌営業日）になります。 

なお、領収証は翌月の請求書とともに発行いたします。 

【 指定金融機関 】 足利銀行全支店口座からの自動引き落し（手数料無料） 

 

１０．入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご希望により、下記の協力医療機関にて診療や入院治療を受ける 

ことができます。但し、下記医療機関での優先的な診療及び入院治療を保証するものではあり

ません。また下記医療機関での診療及び入院治療を義務付けるものでもありません。 

【 協力医療、歯科医療機関 】 

医療機関の名称 
（１）公益財団法人老年病研究所附属病院 

（２）公益財団法人老年病研究所附属高玉診療所 

所在地 
（１）群馬県前橋市大友町三丁目２６－８ 

（２）群馬県前橋市本町一丁目１７－４ 

診療科 

（１）内科、神経内科、循環器内科、脳神経外科、整形外科 

眼科、皮膚科、泌尿器科、漢方外来、リハビリテー 

ション科、高血圧外来、内視鏡、総合診療・血管外科 

麻酔科、歯科・口腔外科、糖尿病外来 

（２）内科、麻酔科 

 

１１．施設を退居していただく場合 

（１）契約の終了について（契約書第１４条参照） 

    当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような  

事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。 

しかし、仮に下記のような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、

入居者に退居していただくことになります。 

①要介護認定により入居者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

②事業者が解散、破産した場合又はやむを得ない事由により当施設を閉鎖した場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、入居者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤入居者及び契約者から退居の申し出があった場合 ＊詳細は以下（２）をご参照下さい 

⑥事業者から退居の申し出を行った場合 ＊詳細は以下（３）をご参照下さい 
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（２）契約者からの退居の申出（中途解約、契約解除）（契約書第１５条、第１６条参照） 

契約の有効期間であっても、契約者は当施設からの退居を申し出ることができます。 

その場合には、退居を希望する日の概ね７日前までにお申し出下さい。ただし、以下の場

合には、即時に契約を解約し、施設を退居することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②入居者が入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス

を実施しない場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により入居者の身体、財物、信用等を傷 

つけ又は著しい不信行為、その他の本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑥他の入居者が、入居者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがあ

る場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（３）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除）（契約書第１７条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退居していただくことがあります。 

①契約者が、契約締結時に入居者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意 

 にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事 

  情を生じさせた場合 

②入居者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた 

 催告にも関わらずこれが支払われない場合 

③入居者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の入居者等

の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④入居者が連続して３ヵ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしく

は入院した場合 

⑤入居者が介護老人保健施設及び介護療養型医療施設等の他施設へ入所した場合 

 

（４）入居者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第１９条参照） 

    当施設へ入居中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は以下のとおりです。 

①６日間以内の短期入院の場合 

６日間（複数の月にまたがる場合は 12 日）以内に退院された場合は、退院後再び施

設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、１日あたり２４６単位の

外泊時費用をご負担いただきます。また併せて所定の居住費をお支払いいただきます。 

②７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 

３ヶ月以内に退院された場合には、退院後、再び当施設に入居できるよう努めます。

なお、外泊時費用のご負担はありませんが、居住費として 1 日当たり２，３７０円をお

支払いいただきます。 

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 
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（５）円滑な退居のための援助（契約書第１８条参照） 

      入居者が当施設を退居する場合には、契約者及び入居者の希望により、事業者は入居者

の心身状況及び生活環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助を契約者に対

して速やかに行います。 

     ①適切な病院等の医療機関又は介護老人保健施設等の紹介 

     ②居宅介護支援事業者の紹介 

     ③その他保健医療サービス又は福祉サービス事業者の紹介 

 

１２．個人情報の取り扱い 

（１）入居者への介護の提供に必要な利用目的 

     ①施設内部での利用目的 

□入居者に提供する介護サービス等 

□介護保険事務 

□入居者のために行う施設の管理運営業務のうち次のもの 

※入退居等の管理 

※会計・経理 

※介護事故・緊急時等の報告 

※当該入居者の介護、医療サービスの向上 

 

②第三者等への情報提供を伴う利用 

 □施設が入居者に提供する介護サービスのうち次のもの 

    ※他の介護事業所等との連携（サービス担当者会議等）及び連絡調整 

    ※介護保険事務などの施設業務の一部を外部事業者へ業務委託 

    ※入居者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

    ※ご家族及び身元引受人等への心身状態や生活状況の説明 

    ※研修等の実習生やボランティアの受け入れにおいて必要な場合 

     □介護保険事務のうち次のもの 

※保険事務の委託（一部委託含む） 

※審査支払機関へのレセプトの提出 

※審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

□損害賠償保険などにかかる保険会社等への相談又は届出等 

 

 （２）（１）以外の利用目的 

①施設内部での利用目的 

□施設の管理運営業務のうち次のもの 

※居室や作品への氏名の掲示（写真等も含む） 

※介護サービスや業務の維持、改善の基礎資料 

※施設等において行われる学生等の実習への協力 

※施設において行われる事例研究等 
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②第三者等への情報提供を伴う利用 

□施設の管理運営業務のうち次のもの 

※外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

尚、あらかじめ入居者本人及び身元引受人の同意を得ず、利用目的の必要な範囲を 

超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

（３）入居者に関するお問い合わせへの対応 

      当施設では、入居者に関する来訪や電話でのお問い合わせに対し、慎重に対応しており、

入居者のプライバシーに関わる個人情報につきましては、上記（１）（２）の場合を除き

外部に対し情報提供はいたしませんが、入居者が施設を利用されているかどうかについて

のみ情報提供させていただきます。面会の制限などについてのご希望がある場合はお申し

出下さい。 

 

（４）施設内での写真の掲示及び当会広報誌・ホームページ等での氏名、写真の掲示 

      当施設では、行事等などの写真記録等を、入居者の方々の楽しみの一環として、施設内

に掲示する場合があります。また、広報活動の一環として、ご家族及び身元引受人、近隣

住民等の施設外の方々に施設内の様子を伝え、高齢者福祉への理解を深めていただくため

に、当会の広報誌やホームページに写真や氏名を掲載することがあります。 

つきましては、上記の個人情報利用可否についての意思表示を以下によりお願いいたし 

ます。 

 

①施設内での掲示                □ 承諾する ・ □ 承諾しない 

②当会広報誌・ホームページでの掲載       □ 承諾する ・ □ 承諾しない 

 

 

 

１３．事故発生時の対応について（契約書第２３条参照） 

当施設では、サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかに市町村、契約者又は入

居者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際し

て行った処置を記録いたします。なお、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐた

めの対策を講じます。 

 

１４．損害賠償について（契約書第１１条、第１２条参照） 

   当施設において、事業者の責任により入居者に生じた損害については、事業者は速やかにその

損害を賠償いたします。また、守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、入居者に故意又は過失が認められる場合には、生じた損害

を賠償しない、ないしは、当施設の損害賠償責任を減じる場合があります。 
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１５．苦情の受付について（契約書第２４条参照） 

（１）当施設の苦情受付窓口 

①受付担当者 ： 特別養護老人ホーム サンライフ問屋町 生活相談員 湯浅 真澄 

②電 話 番 号 ： ０２７－２５３－４１６５ 

   ③受 付 時 間 ： ８時３０分～１７時３０分まで（全日） 

※受付時間以外や担当者不在時でも常時対応できる体制となっております。 

また、施設内にご意見受付箱を設置しておりますのでご活用下さい。 

 

（２）外部相談所 

①前橋市福祉部介護高齢課（ 前橋市大手町二丁目 12 番地 1 号 / 027-224-1111 ） 

②国民健康保険団体連合会（ 前橋市元総社町 335-8 / 027-290-1363 ） 

③群馬県福祉サービス運営適正化委員会（ 前橋市新前橋町 13-12 / 027-255-6669 ） 
 
 

（３）相談（苦情）対応委員会 

      当法人では第三者委員を選任のうえ相談（苦情）対応委員会を組織し、適切な苦情の解

決に努めております。苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けま

すが、第三者委員へ直接申し出る事もできます。 

 

１６．身元引受人（契約書第２１条参照） 

   契約者は、入居者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に備えて、一切の残置物の引き取

り及び債務の保証人として身元引受人を定めていただきます。なお、契約者は身元引受人を兼ね

ることができるものとします。 

 

１７．施設利用の留意事項 

   当施設のご利用にあたって、施設に入居されている入居者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

 

（１）持ち込みの制限 

    施設利用にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

ライター等の火器、ナイフ等刃物類、ペット等の生き物、現金、高価な貴金属証券類 

他利用者に迷惑がかかると思われる物 

 

（２）面会 

    面会時間は、原則として午前９時００分から午後８時００分になります。 

※施設は午後８時００分に施錠いたします。 

    ※来訪者は、必ずその都度受付の面会簿にご記入下さい。 

    ※なお、犬・猫等のペット類を連れてのご来訪は、原則禁止とさせていただきます。 
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（３）外出及び外泊（契約書第２２条参照） 

      外出、外泊をされる場合は、開始日の２日前までにお申し出下さい。但し、外泊について

は、最長で月６日間とさせていただきます。 

外出、外泊をお申し出になった方が身元引受人の方でない場合には、施設から身元引受人

の方に連絡させていただきます。 

 

（４）食事 

     食事が不要な場合は、前日の午後６時までにお申し出下さい。それまでに翌日以降の欠食

を届け出た場合には、８ページ「６（２）②」に沿って食費の控除が行われます。 

 

（５）施設及び設備の使用上の注意（契約書第１０条参照） 

   ①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

   ②故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当な代

価をお支払いいただきます。 

    ③入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合に

は、入居者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但しその

場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

   ④当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を

行うことはできません。 

 

（６）喫煙 

 施設で指定した喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

１８．第三者評価（ ISO9001：2015 ）の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者評価 
（ ISO9001：2015 ） 
の実施状況 

１  あり  

実 施 日 平成３０年１１月 

評価機関名称 一般社団法人日本能率協会 

結 果 の 開 示 １  あり（  認証  ）   ２  なし  

２  なし  
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説明年月日：令和  年  月  日 

 

 

 

□契約の締結にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

                  説明者職氏名：                ㊞ 

 

 

 

□契約の締結にあたり、本書面により重要事項の説明を受けました。また、入居者本人及び身元引受

人、家族等に関する個人情報を、本書に定める個人情報の取扱いの範囲内において利用、提供、又

は収集することについて同意しました。 

  

 

              入居契約者 住所：                    

 

                    氏名：                  ㊞ 

                    （入居者との関係：       ） 

 

              身元引受人 住所：                    

 

                    氏名：                  ㊞ 

（入居者との関係：       ） 

 

身元引受人 住所：                    

 

                    氏名：                  ㊞ 

（入居者との関係：       ） 

 

※契約者が身元引受人を兼ねる場合は身元引受人欄に「同上」と記載 

 

 

 

□この証として、契約当事者は本書２通を作成し署名捺印のうえ、各自その１通を保有します。 


